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第 ３ １ 回  小 笠 原村 健 康 診断  

主催：小笠原村／協力：島しょ保健所小笠原出張所／実施機関：医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 
 

【検査項目】①特定健康診査 ②結核・肺がん検診（レントゲン検査） ③胃がん検診 ④乳・子宮がん検診 

【対 象 者】 

今年から健康診断の対象者が変わります。以下に該当しない方は受診できませんので、ご注意ください。 

 ①特定健康診査の対象者 

  ○30歳～39歳で、小笠原村に住所を有する方 

  ○40歳～74歳で、国民健康保険の被保険者の方 

  ○40歳以上で 生活保護受給者の方 

  ○「特定健診受診券」をお持ちの方で、村役場の受付を済ませた方 ※１１月４日（火）締切 

  ○長寿（後期高齢者）医療の被保険者の方 

  ○官公署等の職域健診の対象の方 
 

 ②結核・肺がん検診、③胃がん検診、④乳・子宮がん検診 の対象者 

  ○40歳以上（乳・子宮がん検診のみ 30歳以上）で、小笠原村に住所を有する方 

  ※ただし、①特定健康診査の受診対象者で無い方は、１１月４日（火）までに村役場に申し込みをしないと

問診票がお手元に届きませんのでご注意ください。 
 

対象者の方のみに問診票が届きます。 
（問診票の発送は 11月下旬の予定） 

 

【日時・場所・検査項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付時間】 午前の受付時間は午前８時 ～１１時、午後の受付時間は午後１時 ～３時です。 

       （父島の乳・子宮がん検診の受付時間は午後５時までです。※１５日のみ午後３時まで） 
 

～裏面に続く～ 

        

場 所 ・ 

              日 時 

 

検 査 項 目 

母 島  ： 診療 所 父 島  ： 地域 福 祉 センター  ／ 結核・肺がん検診は保健所 

１２／８（月） １２／９（火） １２／１１（木） １２／１２（金） １２／１３（土） １２／１４（日） １２／１５（月） 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 

特定健康診査 

結核・肺がん検診 
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

乳・子宮がん検診 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

胃 が ん 検 診 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

 

                 編集・発行   小笠原村総務課 

                 〒100－2101 

                    東京都小笠原村父島字西町 

TEL04998(2)3111 

                           FAX04998(2)3222 
ホームページアドレス                        
 http：//www．ｖｉｌｌ．ｏgasawara．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ 

 
小笠原の花・木・鳥・魚 
花  ムニンヒメツバキ    木  タコノキ 
鳥  ハハジマメグロ      魚  アオムロ 

ﾀﾞﾑ 貯水率 

10/28現在 

父島 

100/100 

母島  

97.8/100 

9 月気象状況    （父島） 

最高気温   324℃ 

最低気温   24.4℃ 

平均気温   27.7℃ 

平均湿度   80％ 

月降水量   72.5mm 

住民基本台帳登録者数（10/1）                      

             2,426人 

             父島      母島               

  人口      1,973人   453人 

  世帯      1,067    234 

短期滞在者     15人       6人 

ＮＯ．５４４ 

平成 20 年(2008) 

１１/１(土) 

小笠原 ―OGASAWARA－ 

村村民民だだよよりり 
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健健康康診診断断をを受受けけるるににはは予予約約がが必必要要でですす  
 

※ 予約されていない方は、受診できませんのでご注意ください。 
 

【予約受付期間】１１月１７日（月）～ １２月５日（金）（土・日・祝日を除く） 

午前８時～正午、午後１時３０分～５時３０分 

【予約受付場所】村民課福祉係または母島支所窓口 

【予約方法】電話または窓口 

○希望する日時・検査項目をお伝えください。（日時については、ご希望どおりにいかないことがあります。） 

※胃がん検診を受診されない方は、なるべく午後の時間帯を予約してください。 

○氏名、年齢、生年月日、日中連絡が取れる連絡先および加入している健康保険名をお伝えください。 

◎予約日時などは、忘れることのないようメモをお取りください。 

（例年、時間や検査項目など間違える方がいますのでご注意ください。） 

【健診当日の持ち物】 

必要事項を記入済みの問診票、保険証 ※忘れると受診できません。 

 ※「特定健診受診券」をお持ちの方で村役場の受け付けを済ませた方は、受診券と保険証を忘れずにお持ちく

ださい。 

【健診当日】 

○問診票には当日の注意事項なども書かれていますので、必ず開封して確認してください。また、健康状態

などを記入する欄がありますので、事前に記入してお持ちください。 

○結核・肺がん検診（レントゲン検査）は、健診期間中に直接保健所（母島は診療所）にお越しください。 

○乳・子宮がん検診は、待ち時間が長くなることが予想されますので、あらかじめご了承ください。 

○今年度 40 歳になる方は、肝炎ウイルス検診を実施します。問診票が同封されていますので、中身をご確

認ください。 

 ○託児所が設けてありますので、お子様連れの方はお気軽にご利用ください。 

  《父島》地域福祉センター児童遊戯室  

《母島》メグロ荘 

【呼び出しの順番】 

  呼び出しの順番について、「私の方が早く来たのに、なぜ後に来た人が先に受診しているの？」との疑問

を持たれる方がいらっしゃると思います。呼び出しの順番は、受付時間に関わらず予約時間が優先されます

ので「早く来れば、早く受けられる」という訳ではありません。また、受付時間を過ぎてしまった場合は、

次の予約枠の方が優先となりますのでご注意ください。 

  父島の乳・子宮がん検診については、大変多くの方が受診しているため、待ち時間が１～２時間かかるこ

ともあります。この待ち時間を少しでも軽減させるために、当日キャンセルなどがあり、枠が少しでも空い

た際には、予約時間に関わらず来ている方から呼び出す場合もあります。 

《予約枠》 

   特 定 健 康 診 査………30分あたり 22名 

   乳・子宮がん検診………30分あたり６名 

   胃 が ん 検 診………30分あたり 10名 

 

 

 

 

 

 

今年の小笠原村健康診断は多くの方が受診されることが予想されます。ご不便をお掛けすることもあるかも

しれませんが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
 

 ●申込み・問合せ先  《父島》村民課福祉係      ２－３９３９ 、３１１３  

《母島》母島支所庶務係      ３－２１１１        

例）Ａさん：午前９時に特定健康診査を予約       → 《予約枠（受付時間）》午前９時～午前９時 30分 

  Ｂさん：午前８時 30分に特定健康診査を予約 → 《予約枠（受付時間）》午前８時 30分～午前９時 

  Ａさんは当日早めに来て、午前８時 45 分に受付を済ませました。Ｂさんは午前８時 50 分に受付を済ませました。Ａさん

の方が受付を早く済ませましたが、予約優先となりますので、この場合午前８時 30分に予約を取っていたＢさんが先の呼び

出しとなります。 



  NO．544    平成 20（2008）年 11 月 1 日（土）                         編集・発行  小笠原村総務課 

-3- 

                             

                             

                             

                             

平成１９年度小笠原村決算報告 
 

１．一般会計決算 

 平成１９年度歳入決算の総額は対前年度約４億７千万円の増となりました。主な増額の要因として、村税が税源移譲により約４千万円の増、

国庫支出金は振興開発事業（複合施設）の事業費増のため約２千３百万円の増、村債は防災無線施設更新のため約４億１千４百万円の増加となっ

ています。また、歳出は対前年度約６億１千万円の増となりました。主な要因としては、返還４０周年実行委員会への補助が約２千４百万円の

増、複合施設整備が約２億５千４百万円の増、新規事業である防災無線の更新で約５億円の増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２．特別会計決算                             ４．地方債の現在高 

 平成１９年度特別会計の決算額は下表のとおりです。                 平成１９年度末における各会計の地方債の現在高

は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．基金の残高                                    
 平成１９年度末における各基金の残高は下表のとおりです。 

【総 括】（単位：千円） 
         

年度 歳入総額 歳出総額 差引 繰越すべき財源 実質収支 

平成19 年度 3,885,163 3,875,113 10,050 0 10,050 

【歳 入】（単位：千円） 
         

科目 決算額 構成比（%） 科目 決算額 構成比（%） 

村税 433,703 11.2 分担金及負担金 26,526 0.7 

地方譲与税 9,210 0.2 使用料及手数料 211,187 5.4 

利子割交付金 6,087 0.2 国庫支出金 308,428 7.9 

配当割交付金 3,004 0.1 都支出金 791,268 20.4 

株式等譲渡所得割交付金 2,040 0.1 財産収入 27,105 0.7 

地方消費税交付金 35,944 0.9 寄附金 1,700 0.0 

自動車取得税交付金 9,686 0.3 繰入金 41,508 1.1 

国有提供施設等所在市町村助成交付金 152,666 3.9 繰越金 46,578 1.2 

地方特例交付金 1,589 0.0 諸収入 78,356 2.0 

地方交付税 1,036,448 26.7 村債 661,500 17.0 

交通安全対策特別交付金 630 0.0 合  計 3,885,163 100.0 

 【歳 出】（単位：千円） 
         

＜目的別＞ ＜性質別＞ 

科目 決算額 構成比（%） 科目 決算額 構成比（%） 

議会費 60,173 1.6 人件費 692,912 17.9 

総務費 1,393,407 36.0 物件費 990,554 25.5 

民生費 466,434 12.0 補助費等 265,551 6.9 

衛生費 922,989 23.8 維持補修費 27,727 0.7 

農林水産業費 48,934 1.3 普通建設事業費 1,049,418 27.1 

商工費 173,178 4.5 災害復旧費 1,595 0.0 

土木費 154,994 4.0 公債費 310,124 8.0 

消防費 9,597 0.2 扶助費 49,311 1.3 

教育費 175,514 4.5 貸付金 4,203 0.1 

公債費 310,124 8.0 積立金 158,338 4.1 

諸支出金 159,769 4.1 繰出金 325,380 8.4 

合  計 3,875,113 100.0 合  計 3,875,113 100.0 

 

      
（単位：千円） 

会計の名称 歳入総額 歳出総額 繰越すべき財源 実質収支 

国民健康保険特別会計 237,864 237,864 0 0 

簡易水道事業特別会計 268,714 267,028 0 1,686 

老人保健特別会計 72,178 68,803 0 3,375 

宅地造成事業特別会計 32,159 32,159 0 0 

介護保険（保険事業勘定）

特別会計 
69,557 62,203 0 7,354 

介護保険（介護サービス事

業勘定）特別会計 
115,723 115,723 0 0 

下水道事業特別会計 348,959 347,789 0 1,170 

浄化槽事業特別会計 57,615 57,541 0 74 

    
（単位：千円） 

基金の名称 現在高 基金の名称 現在高 
財政調整基金 472,941 霊園基金 12,938 
減債基金 372,200 産業振興基金 142,404 
公共施設等整備基金 99,580 観光振興基金 31,999 
役場庁舎建設基金 57,966 教育振興基金 10,000 
災害対策基金 110,080 簡易水道事業基金 67,501 
土地開発基金 53,036 介護保険給付準備基金 7,221 
社会福祉推進基金 82,888 基金合計 1,520,754 

 

   
（単位：千円） 

会計の名称 現在高 

一般会計 4,208,966 

簡易水道事業特別会計 239,014 

介護保険（保険事業勘定）特別会計 353 

下水道事業特別会計 810,372 

浄化槽事業特別会計 57,400 

現在高合計 5,316,105 

 
５．村の財源状況を表す指数 
 

平成１９年度決算時（カッコ内は昨年度の数値） 
 

●財政力指数 ： 0.319 （0.338） 

この数値が 1 を超えるほど財源に余裕があ

るとされています。 

 

●経常収支比率： 85.2% （90.1%） 

人件費、公債費等の経常的な経費に、村税、

地方交付税等を主にする一般財源収入が充当

される割合を示します。 

この数値が大きくなるほど財政の弾力性が

失われるとされています。 
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財政健全化法に基づく財政指標の公表 
 

 地方自治体の財政破綻を未然に防ぐため、国が財政状況をより詳しく把握し、悪化した団体に対し早期に健全化を促す、「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、「財政健全化法」という。）が平成１９年６月に制定されました。平成１９年度決

算から財政健全化に係る各指標の公表が義務付けられ、平成２０年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政

再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。 
 

１．従来の法律との違い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．財政の健全度を判断する指標および基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．早期健全化団体になると 
 

 各指標のいずれかが早期健全化基準を超えた場合、財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て公表するとともに都道府県知事

へ報告しなければなりません。計画を変更する場合も同様です。計画の期間中は、毎年９月３０日までに前年度決算との関係を明

らかにした財政健全化計画の実施状況を議会へ報告し、かつこれを公表し、都道府県知事に報告しなければなりません。なお、取

り組みが不十分な場合は、国または都道府県が地方公共団体に対し必要な勧告を行います。 
 

４．財政再生団体になると 
 

 各指標のいずれかが財政再生基準を超えた場合、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政

再生計画を作成し、議会の議決を経て公表するとともに総務大臣に（市町村の場合は都道府県知事を通じて）報告しなければなりま

せん。財政再生期間中は、計画の実施状況の議会への報告および公表の必要があり、さらに、財政再生計画に基づき予算を作成し

なければならず、総務大臣の許可がなければ起債もできません。また、税金や公共料金などの増額、住民サービスの見直しをする

必要があり、取り組みが不十分な場合は、国が地方公共団体に対し予算や計画の変更などの措置を講じるよう勧告し、より強く財

政運営に関与することになります。 

 

◎財政健全化法の詳細は総務省ホームページをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html 

 

●問合せ先 財政課財政係  ２―３１１２ 

  従来の財政再建法 財政健全化法 

財政再建の仕組み 
いきなり財政再建団体（レッドカード）となり、そ

の前に健全化を計る段階がない。 

財政再生団体（レッドカード）の前に早期健全化団体（イエロ

ーカード）の段階が設けられた。 

財政の悪化を計る対象 
公営企業（※１）、一部事務組合、第三セクター

などの経営状況は考慮されない。 

公営企業・一部事務組合・第三セクターなども加えて判断す

ることになった。 

財政の悪化を計る方法 単年度の現金収支のみ。 
単年度の現金収支だけでなく、過去からの累積に基づく基

準ができた。 

公営企業の経営について 規定なし 経営の健全化を促す基準ができた。 

※１ 公営企業：地方公共団体の経営する公益的な事業。特に地方公営企業法の適用される水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気・ガ

ス事業をいう。小笠原村では簡易水道事業特別会計、浄化槽事業特別会計にあたります。 

  早期健全化基準 財政再生基準 小笠原村 

●実質赤字比率 都道府県：3.75% 都道府県：5% 
- (※4) 

・一般会計等（※2）の実質赤字の比率 市町村：11.25%～15%（※3） 市町村：20% 

●連結実質赤字比率 都道府県：8.75% 都道府県：15% 
- (※4) 

・すべての会計の実質赤字の比率 市町村：16.25%～20%（※3） 市町村：30% 

●実質公債費比率 
都道府県・市町村：25% 都道府県・市町村：35% 14.5% 

・公債費および公債費に準じた経費の比重を示す比率 

●将来負担比率 都道府県：政令市：400% 

  128.7% ・地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質

的な負債を捉えた比率 
市町村：350% 

●公営企業における資金不足比率 
20%   - （※5） 

・公営企業ごとの資金不足の比率 

※２ 一般会計等：地方公共団体が設置する会計のうち「地方財政状況調査」（決算統計）における普通会計が対象とする会計の範囲に相当する

ものです。小笠原村では一般会計、宅地造成事業特別会計および下水道事業特別会計にあたります。 

※３ 各地方公共団体の財政規模により異なります。小笠原村は実質赤字比率15%、連結実質赤字比率は20%です。 

※４ 小笠原村の「 - 」表示は黒字であることを表しています。 

※５ 小笠原村の「 - 」表示は資金不足が生じていないことを示しています。 

 平成１９年度小笠原村決算においては各指導とも基準を下回っており、健全な財政運営がなされています。 
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Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

防
災
情
報
等
を
確
実
に
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
、

平
成
18
年
度
よ
り
当
村
に
住
民
登
録
が
あ
る
世
帯

を
対
象
に
Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
の
設
置
整
備
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
住
民
登
録
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
だ

告
知
端
末
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
で
設
置
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 

な
お
、
民
間
ア
パ
ー
ト
な
ど
に
お
住
ま
い
の
方
で
、

設
置
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
家
主
の
方

の
承
諾
を
得
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

ま
た
、
事
業
所
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
も
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
利
用
料
金
は
、
月
額
１
万
円
で
工
事
費
は

村
で
負
担
い
た
し
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
２
―
３
１
１
１ 

                

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス 

・
Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
の
利
用
に
つ
い
て
の
お
願
い 

 

当
村
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

サ
ー
ビ
ス
は
、
衛
星
回
線
を
利

用
し
て
大
容
量
な
通
信
が
可
能

な
周
波
数
帯
を
使
用
し
て
い
る

た
め
、
降
雨
な
ど
の
影
響
に
よ

り
回
線
が
切
断
さ
れ
通
信
不
能

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
（
図

１
）
お
よ
び
Ｏ
Ｎ
Ｕ
（
図
２
）
の

電
源
は
常
時
入
れ
た
ま
ま
で
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
不
用
意
に

電
源
の
抜
き
差
し
を
行
う
と
、

故
障
の
原
因
と
な
り
、
利
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
故
障
の
程 

                

度
に
よ
っ
て
は
自
費
に
よ
る
修
理
を
お
願
い
す
る
事

が
あ
り
ま
す
の
で
、
取
り
扱
い
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
２
―
３
１
１
１ 

 

第
３
回 

地
域
振
興
に
係
る
補
助
事
業
の
募
集 

 

（財
）東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社
で
は
、
島
し
ょ
地

域
の
地
域
振
興
に
係
る
事
業
を
行
う
団
体･グ

ル
ー

プ
に
対
し
、
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を 

 

行
っ
て
い
ま
す
。 

 

補
助
の
条
件
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

【
補
助
対
象
団
体
】 

 
  

概
ね
５
名
以
上
（村
在
住
者
）で
構
成
さ
れ
、
振

興
公
社
が
補
助
す
る
事
業
に
相
応
し
い
計
画
な
ど

を
持
つ
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
団
体 

【
対
象
事
業
】 

○
地
域
振
興
に
係
る
特
産
品
に
関
す
る
事
業 

○
地
域
振
興
に
係
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
事
業 

○
地
域
振
興
に
係
る
島
お
こ
し
を
担
う
人
材
育
成

に
関
す
る
事
業 

【
補
助
金
額
】 

補
助
対
象
経
費
の
５
分
の
４
以
内
で
１
０
０

万
円
（特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
に
つ
い
て

は
２
０
０
万
円
）を
上
限
と
す
る
。 

な
お
、
視
察
に
関
す
る
も
の
は
、
補
助
事
業
の

対
象
と
し
な
い
。 

【
事
業
期
間
】
平
成
21
年
９
月
末
日
ま
で 

【
提
出
締
切
】
12
月
15
日
（月
） 

【
提
出
先
】 

《
父
島
》
総
務
課
企
画
政
策
室 

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
企
画
政
策
室
２
―
３
１
１
１ 

  

南
島
入
島
禁
止
期
間 

  

南
島
の
植
生
回
復
の
た
め
に
、
毎
年
３
か
月
間
の

入
島
禁
止
期
間
を
設
け
て
い
ま
す
。 

 

今
年
の
入
島
禁
止
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。
皆

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
入
島
禁
止
期
間
】 

11
月
３
日
（月
）〜
来
年
２
月
２
日
（月
） 

※
た
だ
し
12
月
27
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
。 

【
入
島
禁
止
期
間
中
の
特
例
利
用
】 

 

《
利
用
方
法
》
西
側
の
海
か
ら
扇
池
に
上
陸
す
る 

 
 
 
 
 
 
 

（
遊
泳
ま
た
は
カ
ヌ
ー
利
用
） 

※
こ
の
ル
ー
ト
は
大
変
危
険
な
た
め
、
入
島
に

際
し
て
は
海
況
な
ど
に
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。 

《
利
用
範
囲
》 

扇
池
お
よ
び
周
辺
の
砂
浜
に
限
り
ま
す
。
自

然
観
察
路
へ
の
立
ち
入
り
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

《
利
用
条
件
》 

○ 

観
光
客
等
を
案
内
す
る
場
合
は
、
ガ
イ
ド

の
同
伴
な
ど
適
正
な
利
用
の
ル
ー
ル
を
遵

守
し
て
く
だ
さ
い
。 

○ 

村
民
利
用
の
場
合
は
ガ
イ
ド
の
同
伴
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
村
役
場
へ
の
入
島
手

続
き
の
ほ
か
、
適
正
な
利
用
の
ル
ー
ル
と
同

様
の
条
件
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
本
年
９
月
30
日
か
ら
南
島
を
含
む

「
森
林
生
態
系
保
護
地
域
」
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
国
有
林
課
の
講
習
を
受
け
る
こ
と 

と
、
入
林
申
請
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

◎
適
正
な
利
用
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て 

 

村
役
場
産
業
観
光
課 

 
 

 

２
―
３
１
１
４ 

 

支
庁
土
木
課
自
然
公
園
係  

２
―
２
１
２
３ 

◎
植
生
回
復
に
つ
い
て 

 

支
庁
土
木
課
自
然
公
園
係  

２
―
２
１
２
３ 

 

小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課  ２

―
２
１
０
３ 

小笠原航空路の開設に向けて 
 

航空路の開設について検討する「小笠原航空路協議会」（以下「協

議会」という。）が今年の２月に設置され、４月の小笠原現地開催に

引き続き、１０月２１日（火）に都庁において、第２回目の協議会が

開催されました。 

 今回の協議会では、小笠原航空路ＰＩ評価委員会（以下「ＰＩ評価

委員会」という）の設置及び委員の選任に関すること、小笠原航空路

ＰＩ実施計画書（素案）の骨子について話し合われました。 

このＰＩ評価委員会は、協議会が行う小笠原航空路のＰＩ（パブリ

ック・インボルブメント）の手順や結果について評価や助言を行い、

透明性、公平性、公正性を確保することを目的としています。 

 ＰＩ評価委員には、次の方が選任されました。 

◎行政手続に係る法制度について専門的知識、知見を有する者 

 山内 弘隆 （一橋大学大学院商学研究科長兼商学部学部長） 

◎航空行政について専門的知識、知見を有する者 

阿部 雅昭（元首都圏新都市鉄道株式会社 社長） 

◎マス・コミュニケーションに関する専門性を有する者 

鍛治 壯一（航空評論家） 

今後協議会は、ＰＩ評価委員会からの指導・助言を受けながら、

小笠原航空路ＰＩ実施計画書を今年度末までに策定していきます。 

 

※ ＰＩ（パブリック・インボルブメント） 

  政策の立案段階や公共事業の構想・施設計画段階から、住民が意

見を表明できる場を設け、そこでの議論を政策や事業計画に反映さ

せる手法のこと。 

 

  ●問合せ先  総務課企画政策室      ２―３１１１  
東京連絡事務所 ０３－３４３２－４４５６  

 

図２ 

Ｏ Ｎ Ｕ
オーエヌユー

 

図１ 

Ｉ Ｐ
アイピー

告知端末 
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東
京
法
務
局
不
動
産
登
記
官 

に
よ
る
行
政
相
談 

 

小
笠
原
村
内
の
不
動
産
に
関
す
る
登
記
を
所
轄
す

る
、
東
京
法
務
局
の
不
動
産
登
記
官
に
よ
る
行
政
相

談
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。 

不
動
産
登
記
に
関
す
る
疑
問
、
お
悩
み
の
あ
る
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
父
島
】 

《
日
時
》
12
月
1
日
（月
） 

﹇
午
前
の
部
﹈
午
前
９
時
〜
11
時
30
分 

﹇
午
後
の
部
﹈
午
後
１
時
〜
５
時 

 
 
 
 
 
 

午
後
６
時
〜
７
時 

 

《
場
所
》
村
役
場
本
庁
舎
２
階
会
議
室 

【
母
島
】 

《
日
時
》
12
月
2
日
（火
） 

 

﹇
午
前
の
部
﹈
午
前
10
時
〜
11
時
30
分 

﹇
午
後
の
部
﹈
午
後
１
時
〜
５
時 

 
 
 
 
 
 

午
後
６
時
〜
７
時 

 

《
場
所
》
母
島
支
所
２
階
大
会
議
室 

※
登
記
済
証
や
測
量
図
な
ど
、
ご
相
談
内
容
に
関
す

る
資
料
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
忘
れ
ず
に
ご
持
参

く
だ
さ
い
。 

【
費
用
】
無
料 

 

●
問
合
せ
先 

 

財
政
課
財
政
係 

 
 

 

２
―
３
１
１
２ 

母
島
支
所
庶
務
係 

 
 

 

３
―
２
１
１
１ 

 

小
笠
原
村
職
員
の
募
集 

（
一
般
事
務
・
保
育
士
・
保
健
師
） 

 

◎
一
般
事
務
・
保
育
士 

【
職
種
お
よ
び
採
用
人
員
】 

《
一
般
事
務
》
若
干
名 

《
保

育

士
》
若
干
名 

【
採
用
予
定
日
】
平
成
21
年
４
月
１
日
以
降 

【
勤
務
場
所
】 

《
一
般
事
務
》
本
庁
ま
た
は
事
業
所 

《
保

育

士
》
小
笠
原
村
立
保
育
所 

【
待
遇
】
小
笠
原
村
給
与
条
例
等
に
よ
る 

【
受
験
資
格
】 

 

《
一
般
事
務
》 

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。 

 
 

〔
大
学
卒
業
区
分
〕 

昭
和
56
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

 
 

〔
高
等
学
校
卒
業
区
分
〕 

昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
２
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

 

《
保

育

士
》 

 
 
 

昭
和
48
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
元
年
４
月 

 

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

【
試
験
の
方
法
等
】
筆
記
お
よ
び
口
述
試
験 

【
試
験
日
時
お
よ
び
会
場
】 

平
成
21
年
１
月
10
日
（土
）
筆
記
試
験 

〔
会
場
〕
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 

  
 

11
日
（日
）
口
述
試
験 

〔
会
場
〕
小
笠
原
村
役
場 

【
申
込
用
紙
請
求
先
】
総
務
課
総
務
係 

【
申
込
締
切
】
12
月
15
日
（月
） 

 

◎
保
健
師 

【
職
種
お
よ
び
採
用
人
員
】
保
健
師 

若
干
名 

【
採
用
予
定
日
】
平
成
21
年
４
月
１
日
以
降 

【
勤
務
場
所
】
本
庁
ま
た
は
事
業
所 

【
待
遇
】
小
笠
原
村
給
与
条
例
等
に
よ
る 

【
受
験
資
格
】 

 
 

昭
和
32
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
59
年
４
月 

 
 

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

【
試
験
の
方
法
】
口
述
に
よ
る
選
考 

【
試
験
日
時
お
よ
び
会
場
】
随
時
個
別
に
連
絡 

【
申
込
用
紙
請
求
先
】
総
務
課
総
務
係 

【
申
込
締
切
】
12
月
15
日
（月
） 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
総
務
係 

 

２
―
３
１
１
１ 

  

父
島
動
物
巡
回
診
療 

 

ペ
ッ
ト
の
健
康
を
維
持
す
る
こ
と
、
む
や
み
な
繁

殖
を
抑
制
す
る
こ
と
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ

と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。
こ
の
機
会
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
期
間
】
11
月
４
日
（火
）〜
17
日
（月
） 

【
診
療
日
程
】
11
月
21
日
（金
）、
22
日
（土
） 

【
場
所
】
島
し
ょ
保
健
所
小
笠
原
出
張
所 

【
注
意
事
項
】 

○
診
療
は
有
料
で
す
。 

○
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
先
着
順
に
受
け

付
け
ま
す
の
で
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

 
 

建
設
水
道
課 

 
 
 
 
 
 

２
―
３
１
１
５ 

 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い 

 
 

 

      

  
 

 
 

分
別
で
迷
わ
れ
た
ら
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

建
設
水
道
課 

 
 
 
 
 

 

２
―
３
１
１
５ 

母
島
支
所
庶
務
係 

 
 
 

 

３
―
２
１
１
１ 

村
長
出
張
報
告 

 
 

【
出
張
期
間
】
10
月
19
日
（日
）〜
30
日
（木
） 

○
第
２
回
航
空
路
協
議
会
出
席 

○
観
光
と
産
業
フ
ェ
ア
参
加 

○
国
・
都
関
係
機
関
へ
の
要
望
等 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
総
務
係 

 

２
―
３
１
１
１ 

               

母
島
巡
回
労
働
相
談 

  

小
笠
原
総
合
事
務
所
が
実
施
す
る
、
11
月
の
「
母

島
巡
回
労
働
相
談
」
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

当
日
、
都
合
が
悪
く
来
館
で
き
な
い
方
は
、
電
話

に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。 

【
日
時
】
11
月
25
日
（火
）午
後
５
時
〜
６
時 

【
場
所
】
母
島
村
民
会
館
２
階
会
議
室 

【
相
談
内
容
】 

○
労
働
条
件
（
労
働
時
間
、
賃
金
、
解
雇
等
） 

○
求
人
求
職
（
求
人
・
求
職
申
込
等
） 

○
労
災
保
険
（
加
入
、
労
災
給
付
等
） 

○
雇
用
保
険
（
加
入
、
失
業
給
付
等
） 

 

●
問
合
せ
先 

 
 
  

 

小
笠
原
総
合
事
務
所 

 
  

２
―
２
１
０
２ 

１．キャップを取る。 

２．残り水で軽くすすぐ。 

３．踏みつぶす。 

 

 

 

 

 

 

※ラベルははがさないでください。 

ペットボトルを出す際に

は、このマークがあること

を、確認してください。 
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森
林
生
態
系
保
護
地
域
へ
の 

 
 

入
林
申
請
受
付
（母
島
） 

  

保
護
地
域
内
の
指
定
ル
ー
ト
を
利
用
さ
れ
る
母
島

在
住
の
皆
様
で
ま
だ
講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
方
は
、

簡
易
な
講
習
と
入
林
申
請
受
付
を
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
11
月
６
日
（木
）
午
後
７
時
〜
８
時 

【
場
所
】
母
島
村
民
会
館
２
階
会
議
室 

【
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の
】 

 

○
印
鑑 

○
村
民
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（免
許

証
、
居
住
証
明
書
な
ど
） 

○
各
家
庭
に
配
布
し
た
11
枚
綴
り
の
資
料
「
村
民

の
皆
様
へ
」 

【
そ
の
他
】 

 

○
次
回
の
日
程
に
つ
い
て
は
12
月
号
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

 

○
父
島
在
住
の
皆
様
に
つ
い
て
は
、
電
話
で
の
予

約
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課 

 
 

小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
対
策
室 

２
―
２
１
０
３ 

 

東
京
三
弁
護
士
会
に
よ
る
法
律
相
談 

 

東
京
三
弁
護
士
会
主
催
に
よ
る
法
律
相
談
を
開
催

し
ま
す
。
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
（予
約
が
必
要
で
す
。
） 

【
相
談
内
容
・
時
間
】 

 
 

無
料
一
般
相
談
（１
コ
マ
40
分
以
内
） 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
５
日
（水
）
午
後
７
時
〜
９
時 

 

《
場
所
》
母
島
支
所
２
階
会
議
室 

【
父
島
】 

 

《
日
時
》
11
月
６
日
（木
）
午
後
３
時
〜
５
時 

 

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー 

会
議
室 

【
予
約
受
付
時
間
】 

 
 

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時 

（
祝
日
お
よ
び
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
） 

【
主
催
】
東
京
弁
護
士
会 

 
 
 
 

第
一
東
京
弁
護
士
会 

 
 
 
 

第
二
東
京
弁
護
士
会 

 

●
問
合
せ
・
予
約
電
話
番
号 

 
 

法
律
相
談
セ
ン
タ
ー 

 

０
３
―
３
５
９
５
―
８
５
７
５ 

 

電
話
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 

 
 

第
二
東
京
弁
護
士
会
主
催
の
電
話
無
料
法
律
相
談

を
島
し
ょ
部
住
民
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。 

【
相
談
内
容
】
無
料
一
般
相
談 

【
実
施
日
程
】
11
月
28
日
（金
） 

【
実
施
時
間
】
午
前
10
時
〜
正
午 

（
１
件
あ
た
り
概
ね
20
分
枠
） 

事
前
の
予
約
は
不
要
で
す
が
、
相
談
の
電
話
が
込

み
合
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
事
前
予
約
も

受
け
付
け
ま
す
。
事
前
予
約
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

11
月
26
日
（水
）ま
で
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先
・
事
前
予
約
受
付 

 
 

第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー 

 

０
３
―
３
５
９
２
―
１
８
５
５ 

 

小
笠
原
中
学
校 

道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座 

 
 

平
成
20
年
度
小
笠
原
中
学
校
道
徳
授
業
地
区
公

開
講
座
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。 

小
笠
原
中
学
校
の
本
年
度
の
校
内
研
修
の
テ
ー
マ

は
「
自
他
を
尊
重
し
、
よ
り
良
く
生
き
る
生
徒
を
育

て
る
道
徳
指
導
の
あ
り
方
」
で
、
11
月
の
テ
ー
マ
は

自
主
・
自
立
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

小
笠
原
中
学
校
で
は
本
年
度
の
教
育
活
動
の
中
で

特
に
道
徳
の
授
業
に
力
を
入
れ
、
全
校
体
制
で
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
保
護
者
、
卒
業
生
、
地
域
の
皆
様

方
の
ご
参
観
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

【
日
程
】
11
月
14
日
（金
） 

【
内
容
お
よ
び
場
所
・
時
間
】 

 
 

 

 

《
道
徳
公
開
授
業
》
各
学
年
教
室 

午
後
１
時
30
分
〜
２
時
20
分 

 

《
意
見
交
換
会
》
図
書
室 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
２
時
30
分
〜
３
時
15
分 

 

《
吹
奏
楽
演
奏
・
全
校
合
唱
》
体
育
館 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
３
時
20
分
〜
４
時 

【
そ
の
他
】 

 

○
車
で
の
来
校
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

 

○
上
履
き
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
中
学
校
（副
校
長 

尾
暮
） ２

―
２
５
０
２ 

 小
笠
原
高
校 

授
業
公
開 

 

【
期
間
】
11
月
25
日
（火
）〜
11
月
29
日
（土
） 

【
時
間
】
１
時
限
目 

午
前
８
時
20
分
〜 

 
 
 
 
 

〜
６
時
限
目 

午
後
３
時
20
分 

 
 
 
 
 

（
※
最
終
日
６
時
限
目
は
保
護
者
会
） 

【
科
目
お
よ
び
時
間
割
】 

 

当
日
受
付
に
て
配
布
い
た
し
ま
す
。 

【
そ
の
他
】 

お
車
で
の
ご
来
校
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

大
勢
の
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
高
校 

 
 

２
―
２
３
４
６ 

 
小
笠
原
高
校
公
開
講
座 

 
 
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
講
座
（初
級
） 

 

【
内
容
】 

 
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
あ
ま
り
使
っ
た
こ
と
の
な
い

初
心
者
の
方
向
け
の
講
座
で
す
。
ウ
イ
ン
ド
ウ

ズ
・
ビ
ス
タ
（Win

dow
s V

ista
）の
基
本
的
な
使
い

方
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
（ワ
ー
ド
）・
表
計
算
ソ
フ

ト
（エ
ク
セ
ル
）の
基
本
的
な
使
い
方
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
実
習
を
行
い
ま
す
。 

【
時
間
】
午
後
６
時
〜
８
時 

【
日
程
お
よ
び
内
容
】 

 

①
12
月
15
日
（月
） 

 
 

《
内
容
》
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
・
ビ
ス
タ
の
基
本
的

な
使
い
方
、
キ
ー
ボ
ー
ド
で
の
入
力

方
法 

 

②
12
月
16
日
（火
） 

 
 

《
内
容
》
ワ
ー
ド
の
基
本
的
な
使
い
方
（１
） 

 

③
12
月
17
日
（水
） 

 
 

《
内
容
》
ワ
ー
ド
の
基
本
的
な
遣
い
方
（
２
） 

 

④
12
月
22
日
（月
） 

 
 

《
内
容
》
エ
ク
セ
ル
の
基
本
的
な
使
い
方
（１
） 

 

⑤
12
月
23
日
（火
） 

 
 

《
内
容
》
エ
ク
セ
ル
の
基
本
的
な
使
い
方
（２
）、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
方
法 

【
講
師
】
小
笠
原
高
校
教
師 

【
対
象
】
18
歳
以
上
の
方 

【
定
員
】
20
名
（希
望
者
が
多
い
場
合
は
抽
選
） 

【
費
用
】
受
講
料 

千
円 

 
 
 
 

テ
キ
ス
ト
代 

１
５
９
０
円 

【
申
込
方
法
】
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
話 

 
 

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
性
別
、
④
年
齢
、
⑤
電

話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
小
笠
原
高
校
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
締
切
】
11
月
14
日
（金
） 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
高
校 

 
 
 
 
 
 

２
―
２
３
４
６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
―
２
３
４
１ 

 

小
笠
原
高
校
公
開
講
座 

 

ラ
ン
ニ
ン
グ
・
楽
し
く
走
る 

〜
い
つ
か
は
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
に
挑
戦
！ 

 

【
日
時
】
11
月
22
日
（土
）、 

12
月
20
日
（土
）、
27
日
（土
） 

１
月
４
日
（日
）、
10
日
（土
） 

 

各
回
午
後
２
時
30
分
〜
４
時
30
分 
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【
場
所
】
小
笠
原
高
校
、
周
辺
道
路 

【
対
象
者
】 

ラ
ン
ニ
ン
グ
（
走
る
こ
と
）
に
興
味
を
お
持
ち

の
方 

【
定
員
】
20
名 

【
内
容
】 

 
 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
走

れ
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
ラ
イ
フ
を
身
に
つ
け
る
。 

 

○
ゆ
っ
く
り
、
楽
し
く
、
長
く
走
る
コ
ツ
を
身
に

つ
け
る
。 

 

○
ラ
ン
ニ
ン
グ
中
の
給
水
や
健
康
管
理
に
つ
い
て

学
ぶ
。 

 

○
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
集
団
走
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
走
り
方
を
体
験
す
る
。 

 

○
楽
し
く
走
っ
て
、
い
つ
か
は
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
、

フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
に
も
挑
戦
で
き
る
よ
う
に
す

る
。 

【
費
用
】 

 
 

受
講
料 

千
円
（事
前
納
付
） 

 
 

保
険
代 

５
０
０
円
（初
回
徴
収
） 

【
申
込
方
法
】 

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
年
齢
、
④
電
話
番
号
、

⑤
経
験
の
有
無
を
明
記
の
う
え
、
小
笠
原
高
校
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
締
切
】
11
月
17
日
（月
） 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
高
校 

 
 
 
 
 
 

２
―
２
３
４
６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
―
２
３
４
１ 

 

植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 

  

夜
明
山
国
有
林
の
帰
化
種
伐
採
跡
地
に
、
ア
カ
ガ

シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
の
餌
木
で
あ
る
シ
マ
ホ
ル
ト
ノ
キ

の
植
栽
を
行
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お

り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
村
民
の
皆
様
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
実
施
予
定
日
】
11
月
９
日
（日
）、
16
日
（日
） 

 
 
 
 
 
 
 

※
小
雨
決
行 

【
集
合
場
所
】
夜
明
山
天
文
台 

【
集
合
時
間
】
午
前
８
時
30
分 

【
解
散
時
間
】
午
前
11
時
30
分 

【
作
業
内
容
】 

 
 

モ
ク
マ
オ
ウ
、
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
伐
採
株
の

周
り
に
シ
マ
ホ
ル
ト
ノ
キ
を
植
栽 

【
そ
の
他
】 

く
わ
、
シ
ャ
ベ
ル
、
軍
手
は
用
意
し
ま
す
。 

【
主
催
】
小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課 

 
 
 
 

小
笠
原
野
生
生
物
研
究
会 

【
後
援
】
小
笠
原
諸
島
返
還
40
周
年
実
行
委
員
会 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
小
笠
原
野
生
生
物
研
究
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２
―
２
２
０
６ 

 

ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
原
画
展
in
母
島 

〜
小
笠
原
の
絶
滅
危
惧
種 

  

絶
滅
が
心
配
さ
れ
る
植
物
を
描
い
た
、
精
密
な
植

物
画
を
展
示
し
ま
す
。 

【
期
間
】
11
月
22
日
（土
）ま
で 

【
時
間
】
午
前
８
時
〜
午
後
５
時 

【
場
所
】
沖
港
船
客
待
合
所 

【
共
催
】 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
小
笠
原
野
生
生
物
研
究
所 

 
 

Ｂ
Ｉ
Ｏ
（ボ
ニ
ン
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
協
会
） 

【
協
力
】
母
島
観
光
協
会 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
小
笠
原
野
生
生
物
研
究
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
２
２
０
６ 

 

税
理
士
に
よ
る 

 
 
 
 
 

講
習
会
の
開
催
（父
島
） 

 

こ
の
た
び
商
工
会
で
は
、
創
業
後
５
年
以
内
の
事

業
者
の
方
と
今
後
起
業
を
考
え
て
い
る
方
を
対
象
に
、

税
理
士
に
よ
る
「法
人
成
り
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
」
に
つ
い
て
の
講
習
会
と
個
別
相
談
会
を
次
の
日

程
で
開
催
し
ま
す
。 

個
人
事
業
か
ら
法
人
化
に
つ
い
て
の
疑
問
や
新

規
創
業
後
の
税
務
相
談
な
ど
、
ご
質
問
の
あ
る
方
は

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
個
別
相
談
会
は
事
前
申
し
込
み
制
と
い
た

し
ま
す
の
で
、
商
工
会
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

（
事
前
に
お
申
し
込
み
の
な
い
場
合
、
状
況
に
よ
り

お
断
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
） 

【
日
時
】
11
月
６
日
（木
）
午
後
７
時
〜
９
時 

７
日
（金
）
午
後
２
時
〜
４
時 

【
場
所
】
商
工
観
光
会
館
（Ｂ-

し
っ
ぷ
）２
階 

 ●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

小
笠
原
村
商
工
会 

 
 
 

 

２
―
２
６
６
６ 

 

海
面
利
用
講
習
会
の
開
催 

 

漁
業
者
、
遊
漁
船
業
者
な
ど
海
技
免
状
所
持
の

方
々
の
安
全
操
業
や
漁
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
必

要
な
知
識
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
講
習
会
と

し
て
、
父
島
で
開
催
し
ま
す
。 

【
日
時
】
12
月
２
日
（火
） 

 

開 

場 

午
後
５
時
45
分 

講
習
会 

午
後
６
時
〜
９
時 

【
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー 

多
目
的
ホ
ー
ル 

【
申
込
方
法
】 

漁
協
窓
口
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
締
切
】
11
月
26
日
（火) 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
島
漁
協 

 
 
 
 
 

２
―
２
４
１
１ 

 
年
末
年
始
イ
ベ
ン
ト
ア
ル
バ
イ
ト
募
集 

 

小
笠
原
村
観
光
協
会
で
は
、
大
晦
日
カ
ウ
ン
ト
ダ

ウ
ン
イ
ベ
ン
ト
お
よ
び
元
旦
の
海
び
ら
き
イ
ベ
ン
ト

の
ア
ル
バ
イ
ト
を
次
の
と
お
り
募
集
し
て
い
ま
す
。 

【
日
時
】 

①
12
月
31
日
（水
）
午
前
９
時
〜
午
後
１
時
ご
ろ 

②
12
月
31
日
（水
） 

午
後
９
時
30
分
〜
翌
１
時
ご
ろ 

③
１
月
１
日
（木
）
午
前
８
時
〜
午
後
４
時
ご
ろ 

【
募
集
人
数
】
10
名
程
度 

【
仕
事
内
容
】 

ス
テ
ー
ジ
設
営
・
撤
収
、
ド
リ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営 

他 

【
時
給
】
８
７
０
〜
１
５
０
０
円 

【
募
集
締
切
】 

決
定
し
だ
い
、
締
め
切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き 

ま
す
。 

【
そ
の
他
】 

 

○
事
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。 

○
２
日
間
連
続
し
て
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
を

希
望
し
ま
す
が
、
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
で
も
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
村
観
光
協
会
２
―
２
５
８
７ 

 

島
で
あ
そ
び
隊
！ 

 

【
農
業
セ
ン
タ
ー
で
あ
そ
び
隊
！
】
※
抽
選 

 

 

〜
葉
脈
で
し
お
り
を
作
ろ
う
〜 

《
日
時
》
11
月
19
日
（水
） 

午
後
１
時
40
分
〜
３
時
45
分 

 

《
協
力
》
亜
熱
帯
農
業
セ
ン
タ
ー 

 

【
炭
焼
き
を
し
て
み
隊
！
】
※
抽
選 

 

 

〜
自
分
た
ち
で
炭
を
作
っ
て
、 

お
菓
子
を
焼
こ
う
！
〜 

《
日
時
》
11
月
22
日
（土
） 

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時 

【
予
約
方
法
】
  

用
紙
で
の
応
募
と
な
り
、
電
話
で
の
予
約
は
で

き
ま
せ
ん
。 

【
申
込
締
切
】
11
月
７
日
（金
） 

※
詳
細
は
、
島
で
あ
そ
び
隊
チ
ラ
シ
に
て
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

Ｂ
Ｉ
Ｏ
あ
そ
び
隊
事
務
局 

 

０
９
０
｜
５
２
０
３
―
６
７
５
９ 
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お
が
さ
わ
ら
丸 

 
 
 

 

ド
ッ
ク
期
間
中
の
郵
便
物 

  

お
が
さ
わ
ら
丸
ド
ッ
ク
期
間
中
の
郵
便
物
は
、
共

勝
丸
で
も
輸
送
す
る
予
定
で
す
。 

 

郵
便
物
を
積
載
す
る
共
勝
丸
の
船
便
や
受
付
締
切

時
間
な
ど
は
、
小
笠
原
郵
便
局
お
よ
び
母
島
簡
易
郵

便
局
に
掲
示
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

（
海
況
な
ど
に
よ
り
、
運
航
が
変
更
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
） 

 

な
お
、
共
勝
丸
で
の
郵
便
で
は
、
チ
ル
ド
郵
便
物

の
取
り
扱
い
は
い
た
し
ま
せ
ん
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
郵
便
局 

 
 
 
 

 

２
―
２
１
０
１ 

母
島
簡
易
郵
便
局 

 
 
 

 

３
―
２
３
３
２ 

 は
は
じ
ま
丸
の
冬
季
ダ
イ
ヤ 

  

は
は
じ
ま
丸
は
、
11
月
か
ら
１
月
ま
で
の
期
間
、

一
部
の
便
を
冬
季
の
ダ
イ
ヤ
で
運
航
い
た
し
ま
す
。 

【
運
航
期
間
】 

11
月
６
日
（木
）
〜
平
成
21
年
１
月
30
日
（金
） 

【
通
常
ダ
イ
ヤ
】 

お
が
さ
わ
ら
丸
父
島
入
港
の
翌
日 

 

母
島
発
正
午 

【
冬
季
ダ
イ
ヤ
】 

お
が
さ
わ
ら
丸
父
島
入
港
の
翌
日 

 

母
島
発
午
前
11
時
30
分 

 

●
問
合
せ
先 

伊
豆
諸
島
開
発
（株
） 

父
島
代
理
店 
 

２
―
２
１
１
１ 

 
 
 
 
 
 
 

母
島
代
理
店 

 

３
―
２
３
３
１ 

 

11
月
の
燃
料
油
価
格
変
動
調
整
金 

   

11
月
の
調
整
金
を
含
む
運
賃
（旅
客
・貨
物
）は
、

次
の
と
お
り
改
定
と
な
り
ま
す
。 

翌
月
以
降
の
調
整
金
に
つ
い
て
は
、
直
接
営
業
所

（２
―
２
１
１
１
）ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

※
（  

）内
は
変
動
調
整
額 

◎
は
は
じ
ま
丸 

【
旅
客
運
賃
】 

《
１
等
》
１
万
０
０
５
０
円
（
＋
２
４
９
０
円
） 

小
人 

 
 

５
０
３
０
円
（
＋
１
２
５
０
円
） 

《
２
等
》 

 

５
０
３
０
円
（
＋
１
２
５
０
円
）

 

小
人 

 
 

２
５
２
０
円
（
＋
６
３
０
円
） 

《
村
民
割
引
（往
復
）
２
等
利
用
》 

大
人 

６
５
４
０
円
（
＋
１
６
２
０
円
） 

小
人 

３
２
８
０
円
（
＋
８
２
０
円
） 

【
貨
物
運
賃
】 

 

《
１
等
品
》
９
６
６
１
円
（
＋
１
５
９
７
円
） 

《
２
等
品
》
９
０
５
７
円
（
＋
１
４
９
７
円
） 

《
３
等
品
》
８
４
５
３
円
（
＋
１
３
９
７
円
） 

 

《
小
口
貨
物
（１
口
）
》 

 
 
 

０
・１
０
ト
ン
以
下 

 
  

 

９
６
８
円
（
＋
160
円
） 

 
 
 

０
・０
７
５
ト
ン
以
下 

７
３
０
円
（
＋
121
円
） 

 

●
問
合
せ
先 

伊
豆
諸
島
開
発
（株
） 

０
３
―
３
４
５
５
―
３
０
９
０ 

 

◎
お
が
さ
わ
ら
丸 

【
旅
客
運
賃
】 

《
２

等
》
２
万
７
３
１
０
円
（
＋
４
７
４
０
円
） 

 
 

 

小
人 

１
万
３
６
７
０
円
（
＋
２
３
８
０
円
） 

《
特
２
等
》
４
万
０
９
６
０
円
（
＋
７
１
１
０
円
） 

 
 

 

小
人 

２
万
０
４
９
０
円
（
＋
３
５
６
０
円
） 

《
１

等
》
５
万
４
６
２
０
円
（
＋
９
４
８
０
円
） 

 
 

 

小
人 

２
万
７
３
１
０
円
（
＋
４
７
４
０
円
） 

《
特
１
等
》
６
万
３
１
５
０
円
（
＋
１
０
９
６
０
円
） 

 
 

 

小
人 

３
万
１
５
９
０
円
（
＋
５
４
９
０
円
） 

《
特

等
》
６
万
８
３
６
０
円
（
＋
１
１
８
７
０
円
） 

 
 

 

小
人 

３
万
４
１
９
０
円
（
＋
５
９
４
０
円
） 

《
２
等
（学
割
）》
２
万
１
８
６
０
円
（
＋
３
８
０
０
円
） 

《
村
民
割
引
（往
復
）
２
等
利
用
》 

４
万
０
９
７
０
円
（
＋
７
１
２
０
円
） 

【
貨
物
運
賃
】 

 

《
１
等
品
》
１
万
７
３
３
３
円
（
＋
２
１
２
９
円
） 

《
２
等
品
》
１
万
６
１
３
６
円
（
＋
１
９
８
２
円
） 

《
３
等
品
》
１
万
４
８
４
３
円
（
＋
１
８
２
３
円
） 

《
小
口
貨
物
（１
口
）
》 

 
 
 

０
・１
０
ト
ン
以
下   

１
７
３
６
円
（
＋
213
円
） 

 
 
  

 

０
・０
７
５
ト
ン
以
下 

１
２
９
３
円
（
＋
159
円
） 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
海
運
（株
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
３
―
３
４
５
１
―
５
１
７
１ 

    

乳
幼
児
健
診
・
歯
科
健
診 

 

対
象
者
の
方
に
は
、
個
別
に
通
知
い
た
し
ま
す
。 

６
歳
未
満
の
乳
幼
児
で
健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

お
手
数
で
す
が
、
事
前
に
電
話
で
の
ご
予
約
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】 

４
か
月
、
６
か
月
、
９
か
月
、
１
歳
６
か
月
、

２
歳
６
か
月
（歯
科
健
診
の
み
）
、 

３
歳
の
乳
幼
児 

【
父
島
】 

《
日
時
》
11
月
13
日
（木
）
午
後
２
時
〜
３
時 

 

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
大
会
議
室 

 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
18
日
（火
）
午
後
２
時
〜
３
時 

《
場
所
》
母
島
診
療
所
２
階 

 

●
問
合
せ
先 

村
民
課
福
祉
係 

 
 
 
 

 

２
―
３
９
３
９ 

 
 

母
島
支
所 

 
 
 

  
  

  
 

３
―
２
１
１
１ 

 
 

肺
が
ん
（喀
た
ん
検
査
）検
診 

 

【
対
象
者
】 

小
笠
原
村
に
住
民
登
録
し
て
い
る
40
歳
以
上

の
方 

【
検
査
方
法
】
喀
た
ん
検
査
法 

【
費 

 

用
】
無
料 

【
申
込
方
法
】 

検
体
容
器
や
質
問
票
な
ど
を
配
布
し
ま
す
の
で
、

直
接
申
込
先
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

は
、
代
理
の
方
で
も
結
構
で
す
。 

【
申
込
期
間
】
11
月
25
日
（火
）〜
12
月
５
日
（
金
） 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

《
父
島
》
村
民
課
福
祉
係 

 

２
―
３
９
３
９ 

 
 

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係 

３
―
２
１
１
１ 

 

専
門
診
療 

 

◎
眼
科
（北
里
大
学
病
院
） 

【
父
島
】 

《
日
時
》
11
月
１
日
（土
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

  

３
日
（月
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

  

４
日
（火
）
午
前
・
午
後 

 

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
６
日
（木
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 

 
７
日
（金
）
午
前 

《
場
所
》
母
島
診
療
所 

○
眼
科
検
査
は
一
般
的
に
大
変
時
間
が
か
か
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

○
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
新
規
処
方
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

《
受
付
時
間
》 

午
前
８
時
（母
島
は
８
時
30
分
）〜
11
時 

 
 

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分 

 ◎
産
科
・
婦
人
科 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
24
日
（月
）
午
前
・
午
後 

《
受
付
時
間
》
午
前
８
時
30
分
〜
11
時 

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分 

※
午
後
は
一
部
に
予
約
分
の
妊
婦
健
診
が
あ

り
ま
す
。 

《
場
所
》
母
島
診
療
所 

【
父
島
】
（
※
午
後
は
要
予
約
） 

《
日
時
》
11
月
27
日
（木
）
午
前 

 
 
 
 
 

  

28
日
（金
）
午
前 

 
 
 
 

12
月
１
日
（月
）
午
前 

 
 
 
 

  

２
日
（火
）
午
前 

《
受
付
時
間
》
午
前
８
時
30
分
〜
11
時 
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（
受
付
表
は
午
前
８
時
か
ら
記
入
で
き
ま
す
。
） 

※
午
後
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
平
日
（水
曜
日
を
除
く
）の
午
後
１
時
30

分
〜
５
時
の
間
に
助
産
師
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
予
約
電
話
は
開
催
中
も
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
村
診
療
所 

２
―
３
８
０
０ 

 
 
 
 
 
 

母
島
診
療
所 

 
 

３
―
２
１
１
５ 

 イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
任
意
予
防
接
種 

 

【
父
島
】
※
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

《
日
程
》 

11
月
10
日
（月
）、
11
日
（火
）、
14
日
（金
）
、 

17
日
（月
）、
18
日
（火
） 

《
受
付
時
間
》
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分 

（接
種
開
始
は
午
後
２
時
ご
ろ
に
な
り
ま
す
。
） 

※
一
般
診
察
時
間
中
に
接
種
し
た
い
場
合
は
、
窓

口
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

【
母
島
】
※
予
約
制 

《
日
程
》
11
月
10
日
（月
）〜
14
日
（金
） 

 

都
合
や
体
調
が
悪
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
接
種
の
日
時
や
ワ
ク
チ
ン
の
在
庫
を
確
認
い

た
し
ま
す
。
全
国
的
に
ワ
ク
チ
ン
が
不
足
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
接
種
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

【
料
金
】
１
回 

２
２
０
０
円 

 

●
問
合
せ
先 

 

小
笠
原
村
診
療
所 

２
―
３
８
０
０ 

 
 

 
  

  
  

 

母
島
診
療
所 

 
 

３
―
２
１
１
５ 

     

ア
カ
ポ
ッ
ポ
探
検
隊 

 

第
８
回
「
し
っ
ぽ
の
気
持
ち
」 

  

カ
ラ
ス
バ
ト
は
本
州
周
辺
の
島
々
に
生
息
し
て
い

ま
す
が
、
肝
心
の
本
土
で
は
ほ
と
ん
ど
観
察
さ
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
鳥
は
よ
く
地
上
で
営
巣
し
、
地
上
で
採

食
す
る
た
め
、
キ
ツ
ネ
や
テ
ン
な
ど
捕
食
者
の
多
い

本
土
で
は
生
き
残
る
の
が
難
し
い
の
で
し
ょ
う
。 

 

ア
カ
ポ
ッ
ポ
は
天
保
元
年
（１
８
３
０
年
）ま
で
は

安
穏
と
暮
ら
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
入
植
開

始
か
ら
わ
ず
か
23
年
後
の
嘉
永
六
年
（
１
８
５
３

年
）、
日
本
に
開
国
を
せ
ま
る
前
に
父
島
に
寄
っ
た
ペ

リ
ー
提
督
は
、
す
で
に
多
く
の
ネ
コ
が
野
生
化
し
て

い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
天
敵
の
登
場
で
す
。 

 

絶
滅
し
た
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
、
オ
ガ
サ
ワ

ラ
マ
シ
コ
、
ハ
シ
ブ
ト
ゴ
イ
な
ど
は
、
み
な
地
上
を

よ
く
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
種
の
絶
滅

の
影
に
は
、
ネ
コ
の
脅
威
が
見
え
隠
れ
し
ま
す
。
鈍

重
そ
う
な
ア
カ
ポ
ッ
ポ
で
す
が
、
今
ま
で
生
き
残
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
絶
滅
し
た
種
に
比
べ
れ
ば
ま

だ
敏
捷
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 
ハ
ト
類
の
羽
毛
は
と
て
も
抜
け
や
す
く
、
尾
羽
も

体
羽
も
軽
く
引
っ
張
る
と
簡
単
に
抜
け
ま
す
。
こ
の

た
め
、
捕
食
者
に
尾
を
捕
ま
え
ら
れ
た
と
き
な
ど
に

も
、
体
は
尾
を
残
し
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
性
質
は
ア
カ
ポ
ッ
ポ
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

ネ
コ
に
襲
わ
れ
た

折
に
何
度
も
窮
地

を
救
わ
れ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
こ
か
で
尾
羽
の

足
り
な
い
ア
カ 

ポ
ッ
ポ
を
見
た
ら
、

そ
れ
は
そ
ん
な
危

機
を
乗
り
越
え
た

個
体
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。 

 

●
問
合
せ
先 

教
育
委
員
会 

 
 

２
―
３
１
１
７ 

 

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ 

協
会(

Ｏ
Ｗ
Ａ)

の
コ
ー
ナ
ー 

 
 

小
笠
原
に
暮
ら
す
イ
ル
カ
た
ち 

パ
ー
ト
52 

「
母
島
で
の
再
会
」 

９
月
13
日
、
母
島
で
イ
ル
カ
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
朝
、
母
島
沖
港
を
出
港
し
、
時
計
回
り
に
グ
ル

リ
と
一
周
、
昼
に
沖
港
へ
と
戻
っ
て
く
る
コ
ー
ス
で

す
。
母
島
東
部
の
大
崩
湾
に
差
し
掛
か
っ
た
と
こ
ろ

で
、
ゆ
っ
く
り
と
泳
ぐ
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
４

頭
に
遭
遇
し
ま
し
た
。 

イ
ル
カ
を
個
体
識
別
す
る
た
め
に
は
、
体
や
背
ビ

レ
や
尾
ビ
レ
の
傷
や
欠
損
な
ど
が
重
要
な
手
が
か
り

と
な
り
ま
す
。
今
回
確
認
し
た
４
頭
の
う
ち
、
１
頭

の
尾
ビ
レ
に
、
特
に
目
立
つ
欠
損
が
あ
り
（写
真
）、

調
査
後
に
当
協
会
の
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
で
調
べ
た
と

こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
２
年
前
に
も
母
島
で
確
認
さ
れ
た

個
体
（＃
２
０
５
）で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

お
腹
に
斑
模
様
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

ま
だ
若
い
個
体
で
す
。
こ
の
個
体
は
、
こ
れ
ま
で
母

島
で
し
か
確
認
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら

も
母
島
周
辺
に
留
ま
り

続
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
い
つ
の
日

か
他
の
場
所
で
確
認
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。 

 ●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
協
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
３
２
１
５ 

 

海
洋
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り 

そ
の
90 

 

―
タ
ー
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
の
ご
報
告
― 

 
秋
風
が
涼
し
い
今
日
こ
の
ご
ろ
。
砂
浜
で
は
、
ア

オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
稚
ガ
メ
の
脱
出
が
、
ほ
ぼ
終
了
の
時

期
を
迎
え
て
い
ま
す
。 

大
村
海
岸
の
ふ
化
期
も
無
事
終
了
し
、
６
，
７
，

８
月
と
タ
ー
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
を
配
置
し
、
卵
の
移
殖

お
よ
び
人
間
と
カ
メ
の
接
触
防
止
に
取
り
組
ん
だ
結

果
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

今
年
の
大
村
海
岸
の
総
産
卵
巣
数
は
、
１
４
７
巣

で
、
確
認

で
き
た
だ

け

で

48

頭
の
母
ガ

メ
が
大
村

海
岸
を
利

用
し
て
産

卵
し
ま
し

た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
産
卵
回
数
は
１
回
か
ら
５
回
で
、
48
頭
中
３

頭
が
５
回
こ
の
海
岸
で
産
卵
を
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
１
４
７
巣
中
１
３
６
巣
の
１
万
２
８
５
８

個
の
卵
を
確
認
し
、
そ
の
う
ち
１
万
２
６
２
１
個
を

海
洋
セ
ン
タ
ー
の
ふ
化
場
に
移
殖
し
ま
し
た
。
残
り

２
５
５
個
は
、
他
の
母
ガ
メ
に
掘
り
出
さ
れ
て
割
れ

た
り
し
た
も
の
で
す
。
ふ
化
場
に
移
殖
し
た
卵
１
万

２
６
２
１
個
中
９
２
３
８
個
が
無
事
に
ふ
化
し
、
10

月
18
日
、
最
終
巣
の
稚
ガ
メ
が
暗
い
宮
之
浜
か
ら
海

へ
旅
立
ち
ま
し
た
。 

同
じ
穴
を
複
数
の
母
ガ
メ
が
利
用
し
て
産
卵
す
る

こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
こ
の
場
合
巣
の
形
が
変
わ
る

た
め
、
後
か
ら
探
し
て
も
先
に
産
み
落
と
さ
れ
た
卵

を
、
私
た
ち
が
見
逃
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
年
は
、

明
け
方
に
産
卵
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
10
巣
を
見
逃

し
、
ふ
化
期
に
稚
ガ
メ
が
都
道
に
繰
り
出
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

稚
ガ
メ
発
見
、
連
絡
、
回
収
に
あ
た
り
、
大
村
海

岸
近
辺
の
皆
様
に
は
、
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
一
同
心

よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
海
洋
セ
ン
タ
ー 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
法
人 

エ
バ
ー
ラ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
） 

２
―
２
８
３
０ 

夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
用
携
帯 

０
９
０
―
１
４
６
１
―
３
１
７
１ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
 

http:/
/b

onin
-oce

an.net 

 

◎
世
界
遺
産
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
お
休
み
し
ま
す
。 

ア
カ
ポ
ッ
ポ 

＝
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
の
愛
称 

↑出動前の一枚． 

 毎晩、午後８時からカメがいなくな

るまで、480 名の産卵見学者の対応

と、136 巣 12,621 個の卵の移殖を

行いました。 
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クジラ： 普段の何気ない行動を意識するだけで、ずいぶん健康になれそうですね。 

保健師：そうですね。例えば寝る前に布団の上で仰向けになり、両手足を天井に向

け、バタバタと揺さぶるだけでも血液の循環を良くし、冷えやむくみの改

善につながります。日ごろのちょっとした行動が健康につながるのですね。 

また、12 月には「小笠原村健康診断」が行われます。対象者の方は

ぜひ年に１度の健診を活用してご自分の体が今どのような状態なのか、 

チェックしてみてください。 

クジラ：もう健診の季節になりましたか。私も申し込まないと・・・。 

― 村民課福祉係 ― 

― 第 １０５ 号 ― 

 

クジラの伝言板 

 

 

村民課福祉係  

２－３９３９  

食欲の秋、スポーツの秋・・・体が資本の秋です。 
おいしいものを食べるのにも、スポーツを思いっきり

するのにも、体の調子がよくないとなかなかできないも

のです。みなさん、体の調子はいかがですか？ 

健康は 1 日にしてならず！！！ 
下記で自分の体に対するいたわり度チェックをしましょう。 

□ 毎日、朝・昼・晩と 3 食 食べている。 

□ 就寝する 2～3 時間前には飲食しない。（水やお茶などの水分は除く。） 

□ 週に 1 回は休肝日がある。 

□ ドカ食いをしない。 

□ 週に 1～2 回、軽く汗をかく運動をしている。 

上記のチェック項目が多いほど、体をいたわっている（＝健康を意識している）といえます。 

出来ることから始めよう！！！ 

～やってみよう！～ 

１． 朝起きてコップ 1 杯、夜寝る前にコップ 1 杯の水を飲む。 

➜ 脱水予防や脳梗塞予防になります。 

２． 気付いたときに伸びをする。 

➜ 固まった筋肉が刺激され、血液の循環を促し、肩こりや肉体疲労を

和らげます。 

３． 毎日体重を量る。 

➜ 体調の変化に客観的に気付くことができます。 

４． 膝をつかないで雑巾がけをする。 

➜ 普段使わない筋肉を動かし、体の代謝を向上させます。 

 

 

 



眼科専門診療（父島 3,4） 植林ボランティア実施予定

高校図書館開放

出港日 住民健診予約受付（～12/5）

高校公開講座「ランニング」申込締切

南島入島禁止（～2/2） 乳幼児健診・歯科健診（母島）

※12/27～1/3を除く

父島動物巡回診療受付（～17） 農業センターであそび隊！

入港日 父島ノヤギ駆除

東京三弁護士会による法律相談（母島）

定期予防接種 父島動物巡回診療（～22）

眼科専門診療（母島 ～7）

国有林入林申請・簡易講習（母島）

税理士による講習会（父島 ～7） 炭焼きをしてみ隊！

東京三弁護士会による法律相談（父島） 高校図書館開放

入港日

出港日

高校図書館開放 産科婦人科専門診療（母島）

植林ボランティア実施予定

肺がん（喀たん検査）検診申込受付（～12/5）

小笠原高校授業公開（～29）

インフルエンザ任意予防接種 母島巡回労働相談

（父島 ～11,14,17,18　　母島 ～14）

出港日

9 日

6 木

7 金

8 土

21 金

20
木

19 水

16 日

23 日

22 土

18 火

17 月

25 火

24 月

10 月

5 水

2 日

3 月

4 火

日付 曜日 行　事　予　定 行　事　予　定日付 曜日

1 土

文化の日

勤労感謝の日

振替休日

出港日

海面利用講習会申込締切

産科婦人科専門診療（父島 28,12/1,2）

父島ノヤギ駆除

乳幼児健診・歯科健診（父島） 電話による無料法律相談

父島ノヤギ駆除

小笠原中学校公開講座 高校図書館開放

高校公開講座「コンピュータ講座」申込締切

高校図書館開放 入港日

28 金

27 木

26 水

14

15 土 30 日

29 土金

13 木

11 火

12 水




